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「文京区基本構想」～歴史と文化と緑に育まれた、みんなが 

主役のまち「文
ふみ

の 京
みやこ

」～ が完成！！！ 

１ 「文京区基本構想」が議決されました！ 

                          

 

 

 

 

２ 区報ぶんきょう「文京区基本構想」特集号を発行（８月５日） 

                         

３ 「文京区基本構想」冊子について                      

                           

新・基本構想策定状況の「きほん」情報をお伝えします。 
 

新・基本構想策定ニュース「きほんのき」とは… 

● 基本構想が、区の「きほん」的な計画であること、 

● 新・基本構想という「き（樹）」をみんなで育て花を咲かせよう、

という意味を込めた、新・基本構想策定に関するかわら版です。 

の 

き き ん ほ 

区民の皆さんに読んでいただくために、「文京区基本構想」

冊子を作成しました。８月 11 日（水）から、行政情報セン

ター（シビックセンター２階）、地域活動センター及び図書

館で閲覧することができます。また、行政情報センターにお

いて販売します（１冊 330 円）。 

冊子は、４色カラーで写真やイラストを盛り込んであり、

大変読みやすくなっています。是非一度、手にとってご覧く

ださい。 

基本構想は、平成 21 年２月から文京区基本構想策定協議会において検討が重

ねられました。 

約１年４か月間の検討を経て、基本構想策定協議会の会長でもある区長は、

「文京区基本構想」を議案として区議会に提出し、６月 21 日に議決されました。

「文京区基本構想」では、３つの基本理念を踏まえて、10 年後を想定した「将

来都市像」を、「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役のまち「文
ふみ

の京
みやこ

」」

と定めています。 

改めまして、協議会委員の皆様、ワークショップ等にご参加いただいた区民

の皆様には、策定にご理解、ご協力をいただきまして、御礼申し上げます。 

８月５日（木）に、区報ぶんきょう「文京区基本構想」特集号を発行し、新

聞折り込みをするほか、地域活動センター、図書館などの区施設で配付します。



文京区 新・基本構想策定ニュース「きほんのき」 第７号（平成 22 年８月） 

2 

                          

 

 

  

４ 基本構想の実現に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

発行・お問い合わせ先 文京区 企画政策部企画課 
  住所   〒112-8555 東京都文京区春日 1 丁目 16 番 21 号 文京シビックセンター15 階 

電話番号 03-5803-1126    Fax 03-5803-1330 

電子メールアドレス b050500@city.bunkyo.lg.jp 

ホームページ    http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kikaku_aratanaru_kihon.html 

 

基本構想策定に関する資料及び会議録については、区ホームページに掲載するほか、 

行政情報センター（文京シビックセンター2 階）にて閲覧することができます。 

どうぞご利用ください。 

基本構想に掲げた将来像については、３

年程度を計画期間として、「実現に向けた基

本的取組」のもとに策定される実施計画と、

毎年の予算編成と結びついた具体的な事務

事業により実現していきます。 

今年度は、学識経験者、区民などからな

る「文京区基本構想推進区民協議会」を設

置し、平成 23 年度から 25 年度までの３年

間を計画期間とする「文京区基本構想実施

計画」を来年３月までに策定します。 

「文京区基本構想推進区民協議会」の情

報は、適宜ホームページ等に掲載していき

ます。また、傍聴も可能ですので、ぜひ実

施計画の策定に向けた議論に注目してくだ

さい。 

●文京区基本構想推進区民協議会とは 

 「文京区基本構想実施計画」の策定と

「文京区基本構想」の進行管理について

協議する会議体です。  

 委員は、学識経験者、団体推薦委員と

区民委員で構成され、区民委員のうち５

名は無作為抽出による選出、５名は公募

による選出です。 

●音声コードについて 

 「文京区基本構想」冊子には、音声コードという、紙媒体に掲載された印刷情報をデジタル情報に

変えるための二次元のバーコードが印刷されています。これを「活字文書読上げ装置」に差し込む

ことで、視覚障害者の方などへ、活字文書を音声でお知らせすることができます。 

なお、音声コードの場所を示すために、冊子の右下部分に、半円の穴が開いています（切り欠き）。

「きほんのき」は、本号で最終号となります。ご愛読ありがとうございました。 

【内閣府ホームページより抜粋】 


